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Background Insight

ASBJ、中間と四半期の会計基準等を統合した
期中財務諸表に関する会計基準等を公表
企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」等が公表されました。

 中間財務諸表と四半期財務諸表の会計基準等を統合した期中財務諸表に関する会計基
準等が公表されました。

 基本的に、従来の中間財務諸表と四半期財務諸表に関する取扱いを引き継ぎます。一
方で、企業の報告の頻度（年次、半期、または四半期）によって、年次の経営成績の
測定が左右されてはならないとする原則を採用し、期中財務諸表の有価証券の減損処
理と棚卸資産の簿価切下げに係る方法については、期中洗替え法を原則とします。

 2026年4月1日以後開始する年度の最初の期中会計期間からの適用とし、早期適用は定
められていません。適用初年度において遡及適用は要求されず、最初の期中会計期間
から将来にわたって適用することが求められます。

News

有価証券の減損処理と棚卸資産の簿価
切下げに係る方法について、上述の期
中洗替え法による原則にかかわらず、
従来の中間財務諸表または四半期財務
諸表において切放し法を適用していた
場合には、例外的に切放し法の継続適
用が認められます。

中間決算と四半期決算は同じ会計基準
等に基づいて行うべきであるとする上
場会社と財務諸表利用者の意見を踏ま
え、2023年改正金融商品取引法に基づ
く第一種中間財務諸表等と金融商品取
引所の定める規則に基づく四半期財務
諸表（第1・第3四半期）の両方に適用
される会計基準等が公表されました。

第二種中間財務諸表等については、
「中間連結財務諸表等の作成基準」の
適用対象となることが明確化されてい
ます。

期中財務諸表 中間と四半期の統合 期中洗替え法
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1. 本会計基準等の概要

（1）公表された会計基準等と適用を終了する会計基準等

企業会計基準委員会（以下「ASBJ」という）は、2025年10月16日、以下の
企業会計基準および企業会計基準適用指針（以下合わせて「本会計基準等」
という）を公表しました。

① 企業会計基準第37号「期中財務諸表に関する会計基準」（以下「期中会
計基準」という）

② 企業会計基準適用指針第34号「期中財務諸表に関する会計基準の適用指
針」（以下「期中適用指針」、期中会計基準と合わせて「期中会計基準
等」という）

③ 企業会計基準第38号「『中間連結財務諸表等の作成基準』の一部改正」

④ 企業会計基準第39号「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』
の一部改正（その3）」

⑤ 企業会計基準第40号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（その
2）」

⑥ 改正企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用
指針」

併せて、実務対応報告および移管指針において定めている期中財務諸表にお
ける会計処理および開示に関する定めの内容を提供する補足文書「実務対応
報告及び移管指針において定めている期中の取扱い」（以下「補足文書」と
いう）が公表されています。

また、期中会計基準の適用により、以下の適用を終了します。

• 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」（以下「四半期
会計基準」という）

• 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指
針」（以下「四半期適用指針」、四半期会計基準と合わせて「四半期会計
基準等」という）

• 企業会計基準第33号「中間財務諸表に関する会計基準」（以下「中間会計
基準」という）

• 企業会計基準適用指針第32号「中間財務諸表に関する会計基準の適用指
針」（以下「中間適用指針」、中間会計基準と合わせて「中間会計基準
等」という）
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（2）本会計基準等公表の経緯

a. 中間と四半期の会計基準等の統合（第一種中間財務諸表等と第1・第3四半
期財務諸表）

2023年改正金融商品取引法により、上場会社（特定事業会社（銀行・保険会
社等）を除く）では、以下の期中財務諸表が作成されます。

• 金融商品取引法に基づく第一種中間連結財務諸表及び第一種中間財務諸表
（以下合わせて「第一種中間財務諸表等」という）

• 金融商品取引所の定める規則に基づく第1・第3四半期連結財務諸表及び四
半期個別財務諸表（以下合わせて「四半期財務諸表」という）

第一種中間財務諸表等は中間会計基準等によって作成されており、第1・第3

四半期財務諸表は、四半期会計基準等により作成されています。これに対し
て、上場会社および財務諸表利用者から、中間決算と四半期決算は同じ会計
基準等に基づいて行うべきであるとの意見が聞かれていました。これを踏ま
えて、第一種中間財務諸表等と第1・第3四半期の四半期財務諸表の両方に適
用可能となるように、年度（連結会計年度または事業年度）より短い期間に
区分した期間である期中会計期間について報告する、期中財務諸表を作成す
る場合に適用する期中会計基準等（上記(1)①－②）が公表されました（期中
会計基準第3項、BC21項）。

b. 中間連結財務諸表等の作成基準の明確化（第二種中間財務諸表等）

本会計基準等（上記(1)①－⑥）を通じて、2023年改正金融商品取引法に基づ
き特定事業会社などが作成する第二種中間連結財務諸表及び第二種中間財務
諸表（以下合わせて「第二種中間財務諸表等」という）については、中間連
結財務諸表等の作成基準の適用対象であることが明確化されています。また、
期中会計基準等との整合性を考慮し、中間会計基準等と四半期会計基準等以
外の他の企業会計基準および企業会計基準適用指針（以下「他の会計基準お
よび適用指針」という）で定められていた取扱いが中間連結財務諸表等の作
成基準に取り込まれています（2(1)d.参照）。

次頁では、第一種中間財務諸表等と第1・第3四半期財務諸表を適用対象とす
る期中会計基準等（上記(1)①－②）について、中間会計基準等と四半期会計
基準等を統合するにあたって取扱いの見直しが行われた項目を中心に解説し
ます。
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2. 期中会計基準等の概要

（1）基本的な方針（期中会計基準BC14項－BC20項）

a. 企業の報告の頻度によって年次の経営成績の測定が左右されてはならない
とする原則の採用

期中会計基準等は、基本的に、従来の第一種中間財務諸表等と第1・第3四半
期財務諸表に関する取扱いを引き継ぎます。しかしながら、期首から6か月間
を1つの会計期間（中間会計期間）とする第一種中間財務諸表等の作成と、四
半期会計基準等に従い第1四半期を前提に行う第2四半期の会計処理との間で
差異が生じる可能性があります。

この点、いずれも同じ企業が作成する期中財務諸表であるという観点からは、
両者の間に不整合が生じることは適切ではないと考えられます。このため、
両者の会計処理が同一の結果となるように、企業の報告の頻度（年次、半期、
または四半期）によって、年次の経営成績の測定が左右されてはならないと
する原則が採用されています。

b. 個別に検討した項目

上記a.の原則を採用した場合に会計処理に影響が生じる可能性のある項目は、
中間適用指針において経過措置として定められた項目です。これは、2023年
11月の「金融商品取引法等の一部を改正する法律」の成立日から施行日まで
の期間が短期間であったことから、企業の実務負担を考慮し、従来の四半期
での実務が継続して適用可能とするものです。それらの項目については、個
別に検討を行い、期中適用指針において取扱いを定めています（(2)参照）。

c. 構成の見直し（章立ての変更）

中間会計基準等と四半期会計基準等を統合するにあたり、第一種中間財務諸
表等と四半期財務諸表の作成上の便宜を図る観点から、以下のとおり章立て
が変更されています。

• 第一種中間財務諸表等と四半期財務諸表に共通の取扱いと、四半期財務諸
表のみに適用される取扱い（後者の章題を「6か月ごとより高い頻度で期
中財務諸表を作成する場合の固有の取扱い」とする）を区分し、それぞれ
を独立した章とする。

• 期中連結財務諸表と期中個別財務諸表で重複する定めは共通の取扱いとし
て定め、一部の期中連結財務諸表または期中個別財務諸表に固有の取扱い
と区分する。
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d. 他の会計基準等の修正

従来、他の会計基準および適用指針の一部において定められていた四半期財
務諸表または第二種中間財務諸表等の取扱いは、以下のとおり期中会計基準
等に取り込み、他の会計基準および適用指針については年度の会計処理と開
示を取り扱うものと整理されています（期中会計基準BC19項）。なお、実務
対応報告と移管指針については、その内容と日本公認会計士協会からの移管
の経緯を考慮し、期中会計基準等には取り込まずに、前述の補足文書が公表
されています。

＜期中会計基準等における四半期財務諸表の取扱いの取り込み＞

• 会計処理：四半期固有の取扱いを定めたもののみを引き継ぐ（年度と同様
の取扱いを定めたものは引き継がない）。

• 注記事項：期中財務諸表において開示を求めるもののみを引き継ぐ（期中
会計基準等において開示が求められていない注記事項は、原則として期中
財務諸表において開示を要しない（期中会計基準BC34項））。

＜期中会計基準等における第二種中間財務諸表等の取扱いの取り込み＞

• 自己株式の処分および消却

自己株式処分差損および消却対象の自己株式帳簿価額をその他資本剰余金か
ら減額する会計処理（企業会計基準第1号「自己株式及び準備金の額の減少等
に関する会計基準」（以下「自己株式等会計基準」という）第10項、第11

項）の結果、期中決算における、その他資本剰余金の残高が負の値になった
場合の取扱い（会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、この負の
値をその他利益剰余金（繰越利益剰余金）から減額する（自己株式等会計基
準第12項））については、その後の期中決算（6か月ごとより高い頻度で期
中財務諸表を作成する場合）において、洗替処理を行う（期中適用指針第68

項、BC28項）。

• 役員賞与

役員賞与の金額が事業年度の業績等に基づき算定されるため合理的に見積る
ことが困難な場合や、重要性が乏しいと想定される場合には、期中財務諸表
においては費用処理しないことができる（期中適用指針第15項、BC20項）。
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（2）中間適用指針の経過措置として定められた項目に係る会計処理

中間適用指針の経過措置として定められた項目について、以下の取扱いが定
められています。

a. 有価証券の減損処理および棚卸資産の簿価切下げに係る方法（期中適用指
針第4項、第7項）

＜期中洗替え法の適用（原則）＞

期中会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れおよ
び期中会計期間末における棚卸資産の簿価切下げについては、期中洗替え法
を原則とします。これは、以下の理由によります（期中適用指針BC13項）。

• 洗替え法は、企業の報告の頻度によって年次の経営成績の測定が左右され
てはならないとする原則（2.(1)a.参照）と整合していると考えられる。

• 中間切放し法および四半期切放し法は、企業の報告の頻度によって会計処
理の結果が異なることになり、この原則と整合しないと考えられる。

＜切放し法の継続適用（例外措置）＞

従来、中間適用指針または四半期適用指針に基づき切放し法を適用していた
場合には、例外的に継続適用が認められています。これは、以下の理由によ
ります。

• 従来、期中会計期間末に切放し法を適用していた企業は、会計方針の選択
にあたり年度と同様の会計方針を採用していたものであり、期中洗替え法
が原則となるとしても、これまでの会計方針の選択の判断が必ずしも否定
されるものではないと考えられる（期中適用指針BC14項）。

• 期中切放し法を認めないとした場合、従来切放し法を適用していた企業に
ついて、期中洗替え法への変更により追加的な負担が発生し得る。コスト
の削減や開示の効率化という2023年改正金融商品取引法の趣旨を踏まえ
ると、例外的な措置を認めることは必ずしも否定されないと考えられる
（期中適用指針BC15項）。

なお、期中切放し法を適用する場合には、その旨を注記することが求められ
ます（期中適用指針BC16項(2)）。

b. 一般債権の貸倒見積高の算定および未実現損益の消去における簡便的な会
計処理

これらは簡便的な見積方法であることを踏まえて、次の取扱いが定められて
います。
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＜一般債権の貸倒見積高の算定（期中適用指針第3項(2)）＞

期中において前年度の貸倒実績率等から著しい変動があり見直しを行った場
合に、その後の期中会計期間末において著しく変動していないと考えられる
ときは、この見直し後の貸倒実績率等の合理的な基準により、一般債権の貸
倒見積高を算定することが認められます。

＜未実現損益の消去（期中適用指針第31項(2)）＞

期中において損益率の見直しを行った場合には、その後の期中会計期間末か
ら取引状況に大きな変化がないと認められるときは、この見直し後の損益率
（または見直し後の合理的な予算制度に基づいて算定された損益率）を使用
して、未実現損益の消去について計算することが認められます。

3. 適用時期および経過措置

（1）適用時期

2026年4月1日以後開始する年度の最初の期中会計期間から適用されます。早
期適用を定めたとしても短期間となることから、早期適用は定められていま
せん（期中会計基準第34項）。

（2）経過措置

適用初年度において、有価証券の減損処理および棚卸資産の簿価切下げに係
る方法について原則とされた期中洗替え法に変更する場合には、企業の実務
負担を考慮し、遡及適用を求めず、新たな会計方針を適用初年度の最初の期
中会計期間から将来にわたって適用することとされています（期中会計基準
第35項、期中適用指針第73項）。
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